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飼養衛生管理基準の遵守について再確認を！

国内や近隣諸国において，家畜伝染病の発生が確認されてい
ます。
昨シーズンは国内において，18県52事例の高病原性鳥イン

フルエンザの発生が確認され，殺処分羽数は過去最大の約987
万羽に及びました。
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また，平成30年9月に確認された豚熱は，2年半が経過した
現在も，ワクチン接種農場において４月に「群馬県」，「三重県」，
「栃木県」，５月に「山梨県」での発生が続き，収束が見通せ
ない状況になっています。

さらには，国内での発生は確認されていないものの，近隣諸
国においては，韓国で約7ヶ月ぶりに飼育豚で「アフリカ豚熱」
の発生，また，中国においては，断続的に「口蹄疫」の発生が
確認されるなど，国内への家畜伝染病の侵入が危惧される状況
になっています。

そのため，農場内に家畜伝染病を持ち込ませないよう，今一
度，飼養衛生管理基準の遵守について再確認をお願いいたしま
す。
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「飼育豚」豚熱発生県（１３県）

※ 沖縄県を除く

ワクチン接種推奨地域（３０都府県）

野生いのしし陽性確認県（２４都府県）

豚熱（ＣＳＦ）の発生状況（R3.5.11現在）

   R3. 4. 2  群馬県前橋市 8,588頭

   R3. 4.14 三重県津市 10,000頭

R3. 4  . 17  栃木県那須塩原市 6,000頭

R3. 4  . 17  栃木県那須塩原市 22,000頭

   R3. 5.11 山梨県中央市 2,523頭

Ｒ３年度発生（飼育豚）

（疫学関連農場  群馬県前橋市  1農場）

（疫学関連農場  栃木県那須塩原市  1農場）



「家畜排せつ物法」に基づく
管理基準の遵守をお願いします！

「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」

（以下、法律）では、「畜産業を営む者は、管理基準に従い、

家畜排せつ物を管理しなければならない」と規定されています。

■ 家畜排せつ物は管理施設で管理してください。

■ 管理施設の定期的な点検、修繕、装置の維持管理を

お願いします。

■ 家畜排せつ物の年間の発生量、処理の方法及び

処理の方法別の数量について記録してください。

※ 記録は、各畜種ごとの様式にご記入していただき、

各自で保管していただけますようお願いします。

堆肥の散布方法に注意しましょう！

堆肥の散布は、農作物の健全な生育に重要な作業である一方、

「悪臭」などの苦情が寄せられることがあります。

【畜産農家の皆様へ】

堆肥を散布する際は、次の点に注意して行ってください。

■ 堆肥は、できるだけ完熟したものを施用しましょう。

■ 農地に搬入した堆肥は、速やかに鋤き込みましょう。

■ 天候等により鋤き込みができない場合は、

ブルーシートなどで被覆してください。

■ 耕種農家へ堆肥を販売、譲渡する場合も、

速やかに鋤き込むよう促してください。

※ 施肥量は、「徳島県肥料等の不当に

大量な施用等の防止に関する条例」で

基準量が定められています。

過剰な堆肥散布はやめましょう！！

【管理基準】
① 管理施設の構造設備に関する基準
② 管理の方法に関する基準 があります。


